
議案第１５号 

 

大口町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部改正について 

 

 大口町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  平成２５年３月４日提出 

 

大 口 町 長  森     進   

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福

祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律（平成２４年法律第５１号）が

公布され、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）の一部が改正されるこ

とに伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 



 

   大口町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 

   の一部を改正する条例 

 

第１条 大口町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭

和４３年大口町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条の２第２号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律」に改める。 

第２条 大口町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を次のように改正する。 

  第１０条の２第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１１項」に改める。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は平成２５年４月１日から、第２条の規定は平成２６年

４月１日から施行する。 

- 1 -



 

第１条関係 

大口町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （介護補償）  （介護補償） 

第１０条の２ 略 第１０条の２ 略 

 (1) 略  (1) 略 

 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５条第１２項に規定する障害

者支援施設（次号において「障害者支援施

設」という。）に入所している場合（同条

第７項に規定する生活介護（次号において

「生活介護」という。）を受けている場合

に限る。） 

 (2) 障害者自立支援法（平成１７年法律第１

２３号）第５条第１２項に規定する障害者

支援施設（次号において「障害者支援施設」

という。）に入所している場合（同条第７

項に規定する生活介護（次号において「生

活介護」という。）を受けている場合に限

る。） 

 (3) 略  (3) 略 

 

第２条関係 

大口町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （介護補償）  （介護補償） 

第１０条の２ 略 第１０条の２ 略 

 (1) 略  (1) 略 

 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５条第１１項に規定する障害

者支援施設（次号において「障害者支援施

設」という。）に入所している場合（同条

第７項に規定する生活介護（次号において

「生活介護」という。）を受けている場合

に限る。） 

 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５条第１２項に規定する障害

者支援施設（次号において「障害者支援施

設」という。）に入所している場合（同条

第７項に規定する生活介護（次号において

「生活介護」という。）を受けている場合

に限る。） 

 (3) 略  (3) 略 
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